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発生した土石流（木ノ庄町）
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　これから梅雨のシーズンを迎え、雨
の降る日が多くなります。大雨が降る
と、土砂災害等が発生し易くなります。
土砂災害は突発的に発生し、すさまじ
い破壊力で一瞬にして生命や財産を
奪ってしまうものです。災害の発生を
予測するのは難しいですが、防災情報
や避難に役立つ情報を細かくチェック
し、早めの避難に備えましょう。
問総務課（☎0848-38-9216）

○「尾道市安全・安心メール」
　気象情報や避難情報、避難所開設などの情報を、携帯電話やパソコンなど
　にメールで配信しています。右のQRコードを読み取るか、メールアドレス
　「b-onomichi@io.dataeast.jp」へ空メールを送信し、案内メールに従って
　登録してください。
○テレビ（NHKデータ放送）で、気象情報や市の避難情報、避難所開設状況な
　どを確認しましょう。

避難に時間を要する人（高齢者、障害のある人、乳幼児な
ど）とその支援者は避難を開始してください。

まだ避難していない人は緊急に避難してください。避難する
ことでかえって命に危険が及ぶような状況では、自宅内のよ
り安全な場所に避難してください。

速やかに避難場所等の安全な場所へ避難してください。

土砂災害の危険度を知るには
　大雨により土砂災害発生の危険が非常に高まったとき、市単位で「土砂災害警戒情報」が発表され
ます。この警報が発表されたら、土砂災害の危険がある場所にいる人は、直ちに避難してください。
屋外へ避難ができないとき
　屋外へ避難することでかえって命に危険が及ぶと判断されたときは、できるだけ自宅の2階以上の
崖から離れた部屋へ避難するなど、屋内で「命を守る避難行動」をとってください。
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梅雨と台風の季節が近づきます

避難行動で災害から命を守りましょう

避難に関する情報を市から発令しますので、早めに避難行動を開始してください。また、避難勧告等が
発令されていない場合でも、周囲の状況等により、自主的に避難してください。

命を守る避難行動を確認


